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最低賃金1500 円と全国一律最賃を求め
全労連東海北陸ブロックで要請・懇談

三重労働局賃金室長へ要請書を手渡す新家議長（左）

6月28・29日、みえ労連が所属する全労連東海協議会は毎年行っていますブロック労働局キャラバンを行
い、三重労働局に要請及び懇談をいたしました。今キャラバンでの要請内容は、
①最低賃金を1,500円以上に引き上げること。
②大幅な物価上昇や経済情勢変動時には、年1回に限らず改定を行うこと。
③「全国一律最低賃金制度」を実現し地域間格差を是正するよう国に働きかけること。
④最低賃金引き上げに欠かせない、中小企業支援策の抜本的拡充を国に求めること。

⑤最低賃金審議会労働者代表委員に関しては、最低賃金の影響を直接受ける非正規労働者の当事者
と女性4割以上を任命すること。専門部会委員についても同様とすること。公益委員については、最低賃
金の改定について専門的知見を備えた委員の選任をおこなうこと。

⑥専門部会を公開するとともに、女性や非正規労働者が意見陳述をおこなう機会を設けること。また、議
事録を完全に公開すること。

⑦最低賃金審議会の日程や委員の改選などについて、ホームページだけでなく情報提供を求めるものに
適宜おこなうこと。

⑧大幅に増加する労働行政の需要に対応するために、公共職業安定所や労働基準監督署など都道府
県労働局の正規職員を増員し、労働行政の体制拡充・強化をおこなうこと。
以上の8項目です。特に⑥の専門部会の公開については既に東海北陸地域で今年いち早く三重が公開

を決定しました。これは私たちの長年の粘り強い運動が実を結んだものです。これからも全国一律最賃
制、最賃1500円を求めて運動していきます。

労働局及び最低賃金審議会
に向けた要請書

7月3日より、いよいよ今年度の憲法キャラバンが始まり
ます。現在各地域でキャラバンに向けて学習会が開催さ
れています。是非キャラバンにご参加下さい。


